
 薬局開設・医薬品販売業・医療機器販売業等変更届書とは

薬局開設者及び医薬品販売業者は、国が定めた事項に変更が生じたとき、

３０日以内に、所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりませ
ん。

薬局開設・医薬品販売業・
医療機器販売業等変更届書



 各保健所（部）の電子申請窓口をクリックすると、申請画面に進みます。

申請手続きの内容を
確認してください。

電子申請の方法
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「新規登録またはログインして申請」
をクリックしてください。



（※１）各保健所（部）の電子申請窓口

電子申請の方法

大分県薬務室HP抜粋



アカウント情報を入力してログインしてください。

電子申請の方法
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1. 利用規約を確認して同意するに
チェックを入れてください。

2. 「申請に進む」をクリックしてください。

電子申請の方法



電子申請の方法

入力フォームに従って、申請者の情報を
入力してください。



法人の場合には、代表者の情報を
入力するフォームが出てきます。

電子申請の方法



配置販売業の場合のフォーム

電子申請の方法



別添（電子媒体での提出不可一覧）
参照

電子申請の方法



「変更から30日を超過している」
「事前の変更届が必要だったが、事後となった」

場合には、遅延理由を入力するフォームが出てき
ます。

電子申請の方法



１つの申請フォームに１ファイルしか添付でき
ないため、１ファイルずつ添付する場合は３つ
まで添付可能としています。

添付書類は電子ファイルで提出してもらいます。
複数ファイルをzipファイルで提出することも可能としています。

電子申請の方法



1. すべての入力が終了すると、申請内容の確

認画面に移ります。内容に間違いがないかを
確認してください。

2. 間違いがなければ「この内容で申請する」を
クリックしてください。

 電子申請の入力は以上で終了です。

電子申請後について
1. 「申請受付」の通知が届きますので確認してください。

電子申請の方法
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